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１ 児童クラブについて

（１）目的
保護者が労働等により昼間家庭にいない小学生へ安心安全な放課後の遊び及び生活の場
を提供し、その健全な育成を図る。

（２）対象児童
・村内に住所のある小学校１年生～６年生の児童
・保護者が労働や介護等で昼間家庭にいない児童
・その他、村長が認めた児童

（３）事業の概要
・クラブ名：喬木第二児童クラブ
・場 所：第二小学校敷地内 専用施設 TEL33-2290



（４）開所日・開所時間及び利用料

開所日 開 所 時 間 利用料

学校登校日

通常：下校時～午後６時３０分まで
日額 ２００円
月額 ２，０００円

延長：午後６時３０分～午後７時まで 日額 １００円

土曜日
午前８時～午後６時３０分まで
※延長はありません

日額 ３００円

学校振替休日
長期休業日

通常：午前８時～午後６時３０分まで
日額 ３００円
月額 ３，０００円

延長：午後６時３０分～午後７時まで 日額 １００円



【児童クラブお休みの日】
日曜日、祝祭日、年度初めの初日（４／１）、お盆（８／１４～１６）、
年末年始（１２／２９～１／３）
引き渡し訓練の日、運動会の日

【延長利用について】
学校登校日、学校振替休日、長期休業日の午後６時３０分～午後７時までの
３０分間が延長利用料の対象です。

【利用料について】
・月額利用料は、１ヶ月間あるいは夏休み中に１０日以上利用された場合に適用とな
ります。

・長期休業中の土曜日は、長期休業の日数に含みます。
・延長利用料は、月額計算はありません。
・土曜日は、延長保育はありません。



３ 利用申込みについて
①平日
利用申込書のとおりに受入れを行います。
利用する日に利用しない場合、利用申込みをしていない日に利用する場合には、必ず
連絡をお願いします。
②土曜日
・前月２０日までに「児童クラブ土曜日利用申込書」にて申込んでください。申込み
後、キャンセルする場合は必ず児童クラブまで連絡をお願いします。

・第一児童クラブと合同で開所します。場所は「こども学遊館」になります。
③学校振替休日、長期休業日（春休み、夏休み、冬休み）
・事前に学校を通して申込案内を配布しますので、申し込みをお願いします。
・利用者が５人以下だった場合は、第一児童クラブと合同で「こども学遊館」で開所
になります。

④新１年生の４月利用について
新１年生も入学式前からご利用いただけます。新１年生のみ、４月の利用申し込みを
事前に取りまとめています。入所申請をしたお子さんには４月の利用申込案内を後日
配布します。
※新年度初日は児童クラブはお休みです。（Ｒ８：４月１日（水））



４ 習い事について

①児童クラブから直接習い事へ通わせる場合には、ご家庭の責任において行かせるよう
にしてください。お子さんが自主的に習い事へ行けるよう、ご家庭で時間や行き方、
持ち物を確認してください。
自主的に行けない場合等はお断りする場合もあります。
②利用を希望する方は「第一児童クラブ【習い事】申込書」にご記入の上、児童クラブ
へ提出してください。

５ 利用料について

①利用料は口座振替で納入していただきます。利用のあった月の翌月２５日に振替いた
します。
振替ができなかった場合は、その翌月の７日に再振替を行います。
②毎月の利用料については事前に通知はしておりません。通帳等でご確認ください。利
用料を知りたい場合は教育委員会事務局までご連絡ください。



６ 入退室管理システム（ゲートウォッチャー）について
◎R7.11月よりアプリ版を導入しました。登録をお願いします。
①児童の入退室管理について
児童が入室・退室時にカードリーダーに登録カードをかざすことで、保護者へ入退室
情報をお知らせします。
②保護者との連絡ツール
アプリを活用し、保護者から児童クラブへ利用変更等の連絡ができます。
また、児童クラブからのお知らせもこのアプリにより行います。

202X.04.05 15:00
○○さんが第一児童ク
ラブへ入室（退室）し
ました。

連絡

本日は利用しません

【入退室のお知らせ】 【施設への連絡】



７ 保険の補償内容について
保険はスポーツ安全保険に加入します。（掛金：ひとり８００円）
補償内容は以下のとおりです。

・補償期間 ４月１日午前０時 ～ 翌年３月３１日午後１２時
（途中申込の場合は、申込日から１４日程度後～３月３１日午後１２時）

・適用範囲 児童クラブとしての活動中の事故、児童クラブへの往復中の事故
・障害保険金 ①死亡 ２，０００万円

②後遺障害 最高３，０００万円
③入院 １日につき４，０００円
④通院 １日につき１，５００円

・賠償責任保険てん補限度額 対人・対物賠償 合算１事故５億円
（ただし、対人賠償は１人１億円）

・共済見舞金 突然死（急性心不全、脳内出血など）１８０万円

◎児童クラブ中にケガをして通院した場合
教育委員会から保険会社へ事故通知をします。事故通知後、被保険者（負傷者）へ保険金
請求に必要な書類一式が直接送付されますので、必要書類を用意していただき、保険金請
求を行ってください。



８ その他

①児童クラブの利用を申し込んでいて病気や用事等で児童クラブを利用しない場合は、
必ず第二児童クラブまで必ず連絡をください。
（第二児童クラブ ＴＥＬ・ＦＡＸ：３３－２２９０）

②午後６時３０分以降、お迎えがなく児童クラブに残っている場合には、延長利用者と
して手続きします。

③午後７時以降の延長は認めません。

④原則として保護者の方のお迎えをお願いします。

⑤学校の宿題等の学習は、指導は行いませんので、お子さんが自主的に取り組めるよ
う、ご家庭でよく話し合っておいてください。

⑥新型コロナウイルス、インフルエンザ等の感染症の集団感染や災害等で学校が休校に
なった場合は、児童クラブも学校に準じて閉所します。
学級閉鎖の場合も、そのクラスの児童はお預かりすることができません。



９ 第二児童クラブについて

（１）場所
・第二小学校敷地内専用施設
ＴＥＬ・ＦＡＸ：３３－２２９０

（２）職員体制
・第二児童クラブ支援員２～３名

（３）おやつ
・児童クラブで用意します。
※食物アレルギーのあるお子さんへの対応は、必ず保護者との面談をして確認しますの
で、「児童クラブ入所申請書」にご記入をお願いします。

（４）持ち物
・持ち物には必ず記名をお願いします。
・必要な方は、着替えを買い物袋等に入れ、持たせてください。（袋にも服にも記名）
・土曜日、長期休業、学校振替休日は昼食（お弁当・水筒）を持たせてください。
・児童クラブには私物を持ち込ませないでください。
（特に長期休業日）

☆毎日クラブの利用している場合で
利用をキャンセルするとき

☆普段利用が無い場合で、利用した
いとき

⇒利用変更がある場合は、必ず連絡
をお願いします。



事業名 児 童 ク ラ ブ 放 課 後 子 ど も 教 室

国の所管 こども家庭庁 文部科学省

目 的
保護者が労働等で昼間家庭にいない小学生へ放課
後の生活の場を提供し、その健全な育成を図る

安全・安心な子どもの活動拠点づくり

対 象
喬木第二小学校１～６年生のうち、保護者が労働
等で昼間家庭にいない児童

喬木第二小学校１～６年生

場 所 第二小敷地内専用施設、体育館、グランド 第二小 体育館、グランド

開所日
日曜、祝日、
年度初めの初日、運動会、引き渡し訓練、
８/１４～１６、１２/２９～１/３ 以外

授業日は、ほぼ毎日（５～３月）
※毎月カレンダー（予定表）を配布します。

活動内容 自由遊び 自由遊び

時 間
授業日：放課後 ～１９：００
休業日：８：００～１９：００

授業日：放課後～１６：３０
※冬期は放課後～16：00または16：15

帰宅方法 保護者のお迎え（直接引渡し） 自主的に帰宅（自己責任）

利用料 有 料 無料（保険料８００円／年）

児童クラブと放課後子ども教室




